
　沖縄県では、「広域磁気探査加速化事業」として主に民間地での不発弾等の探査・発掘事業を実施し、不発弾等の早期処理に取

り組んでおります。

　探査を希望される方は、【提出要綱】をご確認の上、必要事項にご記入頂き、下記申し込み先まで提出お願い致します。

【提出要綱】

１　今回の調査は、平成 31 年度で実施する探査・発掘箇所の選定のための調査です。

２　対象箇所について、基本的には以下の①、②の条件をクリアしているものが対象となります。

　　ただし、以下の注意書きに該当する場合は、探査が実施できないこともありますのでご了承下さい。

　　　①　探査予定面積が 100 ㎡を超えること。

　　　②　地主及び耕作人が不発弾等の調査・探査・発掘工事に同意（同意書を添付）していること。

３　提出様式

　　　①磁気探査要望書　②磁気探査同意書

　　　※石垣市公式ウェブサイト又は石垣市防災危機管理室窓口で配付しております。

４　提出締切日　　平成 31 年 1 月 21 日（月）

平成 31年度不発弾等探査要望箇所の募集（第 1回）について

○国民年金制度を知っていますか。

　日本国内に住んでいる 20 歳から 60 歳までの方は、国民年金への加入が義務付けられています。

　国民年金制度は、将来の大きな支えになります。老後のためだけのものではありません。

　国民年金には、年をとったときの老齢年金、病気やけがなどで障がいが残ったときの障害年金、加入者が亡くなられた場合には、

そのご遺族が受け取れる遺族年金などがあります。

　また、“在学中”または "働いているが収入が少なくお支払いが困難“という場合は、保険料が免除される制度や猶予される制

度がありますので、未納のままにせずにお手続きをお願いします。

学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校（修業

年限１年以上である課程）、一部の海外大学の日本分校に在学する方で、所得が一定額以下の場合、国民年

金保険料が猶予される制度です。

新成人の皆さまへ　20歳になったら、国民年金加入手続きをしましょう

　千葉ロッテマリーンズの石垣島春季キャンプが 2月 1日から 21 日の間、石垣市営球場をメインに開催されます。千葉ロッテマ

リーンズ石垣島協力会では、キャンプ会場の賑わい創出の一助として、来場者及び関係者への飲食・弁当類等の提供を目的に出

店店舗を募集します。

【出店期間】

平成 31 年 2 月 1 日～ 2月 21 日　午前 9時～午後 5時

※キャンプ休日を除く

【設置場所】

石垣市運動公園北口駐車場内の指定場所

【募集出店枠及び出店料】

①２間×２間（3ｍ60 ㎝×3ｍ60 ㎝）枠　⇒　出店料　２万円

②２間×４間（3ｍ60 ㎝×7ｍ20 ㎝）枠　⇒　出店料　４万円

※会場内の出店場所には限りがありますので、出店希望者が多い

場合は、石垣島協力会にて、申込用紙の内容等から選考を行い出

店者を決定します。

【申込受付期間】

平成 30 年 12 月 25 日 ( 火 ) 午前 9時から平成 31 年 1 月 11 日（金）

午後 5時まで　※直接事務局に提出の場合は休日を除く。

出店を希望する事業者は出店要項をご理解頂いたうえで、別紙の

申込用紙に記入のうえ FAX または事務局に直接提出してください。

【申込用紙配布及び提出場所】

石垣島協力会事務局（石垣市役所スポーツ交流課内）、※石垣島協

力会 HP でも掲載

【問合わせ先】

千葉ロッテマリーンズ石垣島協力会事務局 (石垣市スポーツ交流

課 )　TEL：0980-82-1212

２０１９千葉ロッテマリーンズ春季キャンプ会場内の出店募集のお知らせ

☆学生納付特例制度

◎ご相談、お手続きについては、年金担当窓口にお問い合わせください。

【問合せ】市民課年金係　Tel（0980）87-9005　　石垣年金事務所　Tel（0980）82-9２13

学生でない 50 歳未満の方で、ご本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に国民年金保険料の納付が猶予

される制度です。　（※平成２８年 6月以前の期間は、30 歳未満であった期間が対象となります。）

☆納付猶予制度

（所得に応じて「全額免除」と「一部納付」）

ご本人、配偶者、世帯主それぞれの所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が免除される制度です。

☆保険料免除制度


